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平成 27 年度 防災訓練実施結果報告書 別紙 

株式会社ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾆｭｰｸﾘｱ･ﾌｭｴﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

 

重大事故を想定した防災訓練実施結果報告の概要 

 

１．訓練の目的 

 本訓練は、弊社の「原子力事業者防災業務計画」第２章第７節に基づいて実施するものである。 

 今年の訓練は、以下の３点を主な目的として実施し、訓練を通して評価等を行い、緊急事態（原子力災

害）に対する災害対応の実効性の向上を図るものである。 

（１） シナリオ非提示型訓練とし、訓練進行係（コントローラ）から事象進展に係る情報を付与し、その

情報に基づいて対応判断することにより、原子力防災要員の対応能力を確認し、向上させる。 

（２） 放射性物質の漏出への応急措置対応、一時的管理区域の設置及び環境モニタリングに重点を置いて、

放射線管理班、除染班の技能維持状況及び対応能力を確認し、向上させる。 

（３） 一般・原子力事故、一般災害対応組織から原子力災害対応組織へ円滑に移行できることを確認し、

改善を図る。 

 

２．実施日時および対象施設 

（１） 実施日時 

 平成２７年１１月４日（水）１３:００ ～ １５:００ 

  

（２） 対象施設 

 原子力発電用燃料製造に係る加工棟 

 

３．実施体制、評価体制及び参加人数 

（１） 実施体制 
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（以下「GNF-J」という。） 
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（２） 評価体制 

     訓練参加者以外の評価者２名（社内における管理職）により、第三者的な観点での手順の検証や 

    対応の実効性について評価し、改善点の抽出を行う。 

 

（３） 参加人数 

         訓 練 参 加 者：２６８名 

         訓 練 評 価 者：２名（社員） 

     訓練内容確認者：横須賀原子力規制事務所：３名 

         訓 練 視 察 者：２６名 

        内訳・・神奈川県：４名 

            横須賀市：６名 

            近隣自治会長等：１６名 

 

４． 訓練の概要 

   核燃料物質の加工の事業に関する規則に定める事故事象発生・対応中に大地震が発生し、第１種管理区

域非常扉からウラン粉末缶が屋外に転げ出て、原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第

１５条事象に至る原子力災害を想定する。 

 

（１） 平成２７年１１月４日（水）１３:００頃 核燃料物質の加工の事業に関する規則に定める事故事象

に該当する第１種管理区域エアモニタ警報発報。以降、初動対応組織による対応実施。 

（２） １３:３０に相模湾沖を震源とするマグニチュード７.９、神奈川県東部、横須賀市及びＧＮＦ－J

で最大震度６強、ＧＮＦ－J地震計地震加速度４５０ガルを記録する大地震発生。以降、防災本部

組織による対応実施。 

（３） １４:００に構内を点検中の防護隊員（防災要員）が第２加工棟成型室非常扉から二酸化ウラン粉

末缶が転げ出ていることを発見し、防災本部へ通報。 

（４） 原子力災害発生 

１４:０６に二酸化ウラン粉末の漏えいに関する通報を受けた防災本部長（社長）が原子力防災本

部の立上げ（防災本部からの原子力防災本部への移行）を宣言するとともに原子力災害の蓋然性を

考慮し、原子力事業者防災業務計画に定める第１次緊急時態勢を発令。以降、原子力防災本部によ

る原子力災害対応実施。 

（５） １４:１７の空気中ウラン濃度測定結果が原災法第１０条通報基準の１００倍であることが判明し、

原災法第１５条事象発生。第１５条事象発生に伴い原子力防災本部長（社長）が原子力事業者防災

業務計画に定める第２次緊急時態勢を発令。以降、原子力防災本部による原子力災害対応実施。 

（６） 同日、政府原子力災害対策本部の原子力緊急事態解除宣言を受けて、訓練終了。 
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５．訓練の項目 

 総合訓練 

 

６．訓練の内容 

（１） 通報・連絡訓練 

ＦＡＸ送信及びＦＡＸ着信確認。原子力災害については、原子力災害確認時点から１５分以内の第

１報送信。 

（２） 非難誘導訓練 

全従業員、構内在中者の避難誘導、安否確認。 

（３） 汚染傷病者対応訓練 

ＡＥＤによる蘇生、汚染部位の措置及び傷病者連絡票を用いた傷病者の引き渡し等 

（４） モニタリング及び除染訓練 

測定設備を用いた空気中ウラン濃度測定、除染機材による二酸化ウラン粉末の回収 

（５） 外部電源喪失対応訓練 

可搬型発電機からの送電 

（６） 応急・復旧対応訓練 

非常扉部の養生 

 

７．訓練の評価 

 「１．訓練の目的」で設定した３点についての評価結果は以下のとおり。 

（１） シナリオ非提示型訓練とし、訓練進行係（コントローラ）から事象進展に係る情報を付与し、その

情報に基づいて対応判断することにより、原子力防災要員の対応能力を確認し、向上させる。 

【評価】混乱や過った対応は見られず、訓練進行役（コントローラ）からの付与情報に基づき、原 

子力防災本部内で必要な対応・応急措置を速やかに検討・判断し、実施することができた。 

（２） 放射性物質の漏出への応急措置対応、一時的管理区域の設置及び環境モニタリングに重点を置いて

放射線管理班、除染班の技能維持状況及び対応能力を確認し、向上させる。 

【評価】一時的管理区域の設置、環境モニタリング等、二酸化ウラン粉末漏えい時の応急措置に関 

    わる技能は維持されており、環境モニタリング等を速やかに実施することができた。 

（３） 一般・原子力事故、一般災害対応組織から原子力災害対応組織へ円滑に移行できることを確認し、

改善を図る。 

【評価】一般・原子力事故、一般災害対応組織から原子力災害対応組織へ移行する訓練は初めて行 

    ったが、一般・原子力事故、一般災害対応組織責任者の適切な判断・行動により円滑に移 

    行できた。同時に一般・原子力事故対応組織メンバを効果的に活用できた。 

   

８．前回訓練時の改善点の改善状況 

   前回の総合訓練（平成 26 年 11 月 12 日実施）において抽出された改善点に対する対応状況は次の

とおり。 
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前回の総合訓練における改善点 対応状況、今回の総合訓練への反映状況 

訓練時間を一定の時間内に収めるため空気中

濃度確定時間を短縮して実施したが、空気中濃

度測定は、短縮内容を明確にしておく必要があ

る。 

空気中ウラン濃度測定等は、可能な限り実時間

（実務）に即した訓練とした。 

社内の FAX 外線着信部署を社外通報先に模擬

設定して訓練を行っているが、今後は、個別訓

練も含めて社外通報先に実際に通報すること

を検討する必要がある。 

横須賀ＯＦＣ、共済病院（第１次被ばく医療機

関）には実際に通報したが、他の通報先は事前

調整が整わず実際に通報することが出来なかっ

た。他の通報先へ通報については、個別訓練で

実際に通報するべく継続して通報先と調整す

る。 

防災本部室移転直後の訓練であったため、室内

機器の地震に対する落下防止措置が未実施で

あった。また、ホワイトボードや書画カメラを

新規設置／増設しており、情報記載や資機材操

作の習熟が必要である。 

パソコン等の落下防止措置実施済み。防災本部

内の資機材の取扱いにあっては他の訓練で練度

の向上に努めたこともあり、問題は見受けられ

なかった。放送にあっては、放送設備の特徴に

合わせた取扱い等、改善の余地があるため、継

続して改善に取組む。 

 

９．今後に向けた改善点 

訓練において抽出された主な改善点は以下の通り。 

（１） 防災本部および防護隊への情報発信者が、それぞれ１名ずつ配置されていたが、情報が相互に照合

されないまま発信される場面があった。異なる質の情報が発信されないように何らかの改善が必要。 

（２） ウラン除染訓練において一時管理区域内の作業者はマスクを着用していたが、機材を渡している管

理区域の横にいる作業者はマスクをしていなかった。（管理区域内、管理区域外の境界を設定して

装備に変化を加えていたが、屋外であることを考慮する境界設定の是非を考慮し装備等を決める必

要がある。） 

（３） 対応すべき項目の漏れ等を防止するために用いるチェックシートは、シンプルで利用しやすい形態

に進化させ、外乱が多い状況でも活用できるようにする必要がある。また、重要な判断基準や、原

災法第１０条・第１５条に至る基準・数値等を更に分かりやすく整理し、混乱下でも的確に判断で

きるようにする必要がある。 

 

１０． その他の訓練 

（１） 総合防災・保安訓練 

平成２７年９月２９日（火）０９:３０ ～ １５:００ 

消防計画及び保安規定に基づく火災対応訓練等を実施。 
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（２） 大地震・大津波に備える緊急措置訓練 

１０種の緊急措置を年２回実施。大地震・大津波による重大事故の発生を防止するための緊急措置

訓練を実施 

（３） その他の訓練 

核燃料物質の加工の事業に関する規則に定める事故事象、原子力災害、その他一般災害に対する個

別訓練等を定期的に実施。 

以 上 


